
国立大学法人東京農工大学連携リング規程を次のとおり制定する。 
 
 

国立大学法人東京農工大学連携リング規程 
 

平成２２年４月１日 
２２教規程第１３号 

 
 （設置） 

第１条 国立大学法人東京農工大学における農学研究院及び工学研究院の枠を超えた研究

活動の共通事項並びに融合的研究等について、全学的立場から支援・促進する体制とし

て国立大学法人東京農工大学連携リング（以下「連携リング」という。）を置く。 

（運営） 

第２条 連携リングの運営に関する事項は、連携リング運営委員会（以下「委員会」とい

う。）において審議するものとする。 

（審議事項） 
第３条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 拠点及び融合研究ユニットの設置改廃に関する事項 
二 農学研究院及び工学研究院の融合的研究等の促進に関する事項 
三 未来型の学理の形成を目指した融合的研究等の促進に関する事項 
四 研究支援及び研究促進に関する全学共通の取組に関する事項 
五 その他必要な事項 
（委員会の構成） 
第４条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。 
 一 農学研究院副院長  
二 工学研究院副院長      
 三 産官学連携・知的財産センター長  
四 その他連携リング運営委員長が必要と認める者 ３名 
五 事務代表者 １名 
２ 前項第４号に規定する委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠

員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 （委員長及び副委員長） 
第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は委員の互選により選出する。 
２ 委員長は、委員会を主宰し、その議長となる。 
３ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 
 （委員会） 
第６条 委員会は、委員長が招集するものとする。 
２ 委員会は、委員の３分の２の出席をもって成立する。 
３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。 



 （招集の請求） 
第７条 委員長は、次の各号に掲げる場合は、委員会を招集しなければならない。 
 一 緊急性のある審議事項が発生した場合 
 二 委員３分の１以上の請求がある場合 
 （委員以外の者の出席） 
第８条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことがで

きる。 
 （拠点の設置） 

第９条 連携リングに未来型の学理の形成及び若手研究者の人材育成を目的とするグルー

プとして、拠点を置く。 
２ 連携リングに置く拠点は別表のとおりとする。 
３ その他拠点の設置について必要な事項は別に定める。 
（拠点長） 
第１０条 拠点に拠点長を置く。 
２ 拠点長は、拠点を掌理し、総括し、及び調整する。 
３ 拠点長の選考は、拠点で行うこととし、選出を行った場合は委員長に報告する。 
４ 拠点長の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の任

期は、前任者の残任期間とする。 
５ 拠点において必要な場合は、副拠点長を置くことができる。 
６ その他拠点長について必要な事項は別に定める。 
（融合研究ユニットの設置） 
第１１条 連携リングに研究院の枠を超えた協力体制の実現を目的とするグループとして、

融合研究ユニットを置くことができる。 
２ 委員会は、次の各号のいずれかに該当する融合研究プロジェクトの研究代表者（以下

「研究代表者」という。）からの申請を受けて、融合研究ユニットの設置について審議す

る。 
一 異なる部局に所属する複数の教員による融合研究プロジェクト 
二 その他連携リング長の指定する融合研究プロジェクト 
３ 融合研究ユニットは原則３年、最長６年を限度として設置を見直すこととし、見直し

については委員会にて審議する。 
４ 融合研究ユニットの構成員に学生等が含まれる場合、融合研究プロジェクト配置に対

応できるよう各学府・学部と協力する。 
５ その他融合研究ユニットの設置について必要な事項は別に定める。 
（融合研究ユニット長） 
第１２条 融合研究ユニットに融合研究ユニット長を置き、研究代表者をもって充てる。 
（自己点検・評価） 

第１３条 拠点及び融合研究ユニットは、研究実施状況等に関する自己点検・評価を行い、

その結果を委員会に報告しなければならない。 

２ 委員会は、拠点長及び融合研究ユニット長に、自己点検・評価のための資料を提出させ

ることができる。 

３ 委員会委員長は、自己点検・評価の結果について、国立大学法人東京農工大学全学計画
評価委員会委員長に報告するものとする。 

  



（事務） 
第１４条 連携リングの事務は、研究支援・産学連携チームにおいて処理する。 
 （雑則） 
第１５条 この規程に定めるもののほか、連携リングに関し必要な事項は、別に定める。 
 

附 則 
 この規程は、平成２２年４月１日から施行する。 
 
別表 
科学立国研究拠点 
生存科学研究拠点 
若手人材育成拠点 
 
 
    
 

 
 


